
　
所
得
が
少
な
い
な
ど
、保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に
は
、ご
本

人
の
申
請
手
続
き
に
よ
っ
て
、保
険
料
の
納

付
が「
全
額
免
除
」ま
た
は「一部
免
除（一部
納

付
）」さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、50
才
未
満
の
方
に
は
本
人
と
配
偶
者

の
所
得
審
査
で
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

「
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

全
額
免
除
制
度

保
険
料
の
全
額（
１
６
，４
９
０
円
）が
免
除

　
全
額
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、保
険
料
を
全

額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
、下
記
表
に
示
す

よ
う
に
年
金
額
が
１
／
２
と
し
て
計
算
さ
れ

ま
す
。（
保
険
料
額
は
平
成
29
年
度
の
額
）

★
全
額
免
除
と
な
る
所
得
の「
め
や
す
」

は
、前
年
所
得
が
次
の
計
算
式
で
計
算
し

た
金
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

●
全
額
免
除
↓（
扶
養
親
族
等
の
数
＋
１
）×

35
万
円
＋
22
万
円

※
申
請
者
ご
本
人
の
ほ
か
、配
偶
者
お
よ
び

平
成
29
年
度　
国
民
年
金
保
険
料
の　
　
　

免
除
申
請
の
受
付
を
開
始
し
ま
す

〜
７
月
３
日
受
付
開
始
！
〜

保
険
料
納
付
免
除
制
度
等

窓口
サービス課
国民年金係
☎973－5498

世
帯
主
の
方
も
所
得
基
準
の
範
囲
内
で

あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
平
成
29
年
７
月
〜
平
成
30
年
６
月
分
の
申

請
に
つ
い
て
は
、前
年（
平
成
28
年
）の
所

得
で
審
査
を
行
い
ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
、保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ

た
期
間
の
年
金
額
は
、保
険
料
の
全
額
を

納
付
し
た
場
合
と
比
較
し
て
３
分
の
１
と

し
て
計
算
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、平
成
21

年
４
月
分
か
ら
は
２
分
の
１
と
し
て
計
算

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一部
免
除（一部
納
付
）制
度

　
保
険
料
の一部
を
免
除
、

残
り
の
保
険
料
は
納
付

　
一
部
免
除
は
３
種
類
で
す
。一
部
免
除
を
し

た
場
合
、追
納（一部
免
除
さ
れ
た
保
険
料
を

10
年
以
内
に
納
付
す
る
こ
と
。）を
し
な
け
れ

ば
、下
記
表
に
示
す
よ
う
に
将
来
の
年
金
額

は
少
な
く
な
り
ま
す
。

★一部
免
除
と
な
る
所
得
の「
め
や
す
」は
、

前
年
所
得
が
次
の
計
算
式
で
計
算
し
た

金
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

●
４
分
の
３
免
除
↓
78
万
円
＋
扶
養
親
族
等

控
除
額
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

●
半
額
免
除
↓
１
１
８
万
円
＋
扶
養
親
族
等

控
除
額
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

●
４
分
の
１
免
除
↓
１
５
８
万
円
＋
扶
養
親

族
等
控
除
額
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

※
申
請
者
ご
本
人
の
ほ
か
、配
偶
者
お
よ
び

世
帯
主
の
方
も
所
得
基
準
の
範
囲
内
で

あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
平
成
29
年
７
月
〜
平
成
30
年
６
月
分
の
申

請
に
つ
い
て
は
、前
年（
平
成
28
年
）の
所

得
で
審
査
を
行
い
ま
す
。

（
注
）一
部
納
付
制
度
は
、納
付
す
べ
き一
部
の

保
険
料
を
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、そ
の
期
間

の一
部
免
除
が
無
効（
未
納
と
同
じ
）と
な
る

た
め
、将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映

さ
れ
ず
、ま
た
、障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
測

の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
免
除
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・年
金
手
帳　
・印
か
ん（
本
人
が
自
署
す
る

場
合
は
不
要
）　
・世
帯
外
の
人
が
代
理
で
申

請
す
る
場
合
は
委
任
状　
・失
業
な
ど
を
理

由
と
す
る
と
き
は
、雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証（
コ
ピ
ー
可
）等

免除制度 保険料納付額 年金額

全額免除 　0円 将来の年金額は1/2(21年3月までは1/3)

4分の3免除（4分の1納付） 4,120円 将来の年金額は5/8(21年3月までは3/6)

半額免除（2分の1納付） 8,250円  将来の年金額は6/8(21年3月までは4/6)

4分の1免除（4分の3納付） 12,370円 将来の年金額は7/8(21年3月までは5/6)

　平成２６年４月より、申請時点の２年１カ月前の月分まで免除を申請できるようになりました。過去２年間に国民年金保険料の未
納期間がある方は、市国民年金係又はコザ年金事務所へお問い合わせください。
　また、平成28年７月から納付猶予制度の対象年齢が３０歳未満から「５０歳未満」に拡大されました。
　平成29年4月から、国民年金の窓口業務が本庁のみに変更になりました。来所の際は、お間違えのないようよろしくお願いしま
す。◎住民異動届に伴う国民年金の変更手続きは、引き続き出張所で行えます。

◆ お問合わせ先 ◆　　窓口サービス課国民年金係　☎９７３ー５４９８　　コザ年金事務所 ☎９３３ー２２６７

夜間年金窓口の
ご案内
　7月は、月～金曜日(水曜日を除く)午後
7時まで、免除申請受付を延長して行いま
す。お仕事等で日中時間のとれない方、免
除希望の方はご利用ください！
※午後6時以降の来所については
　車棟警備室側出入口をご利用ください。

本庁舎で
実施します

広報 
2017 6月号9


